                                             システム開発委託基本契約書
                                                                                                 第4版

株式会社みつばモビリティ（以下「甲」という。）と受託者A08班（以下「乙」という。）とは、甲のシステム開発等に係る業務（以下「本件業務」という。）の委託に関して、以下の通り基本契約（以下「本契約」という。）を締結する。
     
本件業務名 ：送迎バス運行代行会社に向けた情報共有と記録精度の向上を
　　　　　　目指したシステム制作プロジェクト

契約類型 ：本件の契約類型は準委任型とする。

第０条（定義）：
 本契約において次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。
1,「本件システム」とは、甲の送迎代行業務に関するコンピュータシステムであって、本　　契約および個別契約に基づき乙が構築するものをいう。
2,「本件業務」とは、本契約第2条に定める、本件システムの要件定義、外部設計、
　システム開発、テスト、並びに書類制作の業務をいう。
3,「本件目的物」とは、本件システムに関するソフトウェア、各種付随データおよび付属　　ドキュメント等であって、本件業務の遂行により乙が制作するものをいう。
4,「個別契約」とは、本契約に基づき締結される、具体的な業務内容、納期、委託料等を　　定める個別の契約をいう。

第１条（契約の目的） ：
1, 甲は本契約及び個別契約に定めるところにより、甲の送迎代行業務に関する
　コンピュータシステム（以下「本件システム」という。）の構築に関する業務を乙に
　委託し、乙はこれを受託する。
2, 甲乙間の個別契約は、甲乙協議の上定める個別契約書の締結により成立する。
3, 本契約の有効期間は本契約締結の日から納期である令和７年12月13日までとする。

第２条（甲が乙に委託する本件業務の内容）： 
1, 乙は本件システムの要件定義、外部設計、システム開発、テスト、並び 書類制作の
    委託を請け負うものとする。 
2, 乙は前項に定める本件業務を善良な管理者の注意義務をもって遂行するものとする。

第３条（本件業務の承認及び完了）: 
1, 乙は本件業務の目的物（本件システムに関するソフトウェア、各種付随データ及び付属        
   ドキュメント等。以下「本件目的物」という。）を個別契約により定める納期までに完了   
   させた上で、次条に定める検収手続により甲に引き渡すものとする。
 
第５条(作業期間及び納期)：
1, 本件の作業期間は契約締結日から令和7年12月13日までとする。 
2, 納期は下記の通りとする。

企画書、プロジェクト憲章、個別契約書、  WBS・ガント チャート、
コミュニケーション計画書、リスク計画書 
上記目的物納期：令和７年７月23日

 成果物 
上記目的物納期：令和７年12月13日 

第６条（納入物の所有権）：
 1, 乙が甲に納入する納入物の所有権は甲より乙へ業務委託料が完済された時点で
     乙から甲へ移転する。

第７条（納入物の著作権）：
1, 乙が本件業務により作成した甲のシステムに関するプログラム
  （ソースコードを含 む）、付随データ、素材、モジュール等の著作権（著作権法第２７条  
    及び第２８条の権利を含む。）は、特に乙が著作権を留保したものを除き、前条の納入物  
    の所有権とともに甲に移転する。 

 第8条（解除）:
１, 甲又は乙は相当期間を定めてなした催告後も相手方の債務不履行が是正されない 
      場合は本契約の全部又は一部を解除することができる。 
２, 甲又は乙は、前項により相手方より本契約の全部又は一部が解除された場合は、相手方 
     に対し負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済しなけれ 
     ばならない。
 
第9条（損害賠償）: 
１, 甲及び乙は本契約の履行に関し、相手方の責に帰すべき事由により直接の結果と
      して現実に蒙った通常の損害に限り相手方に対して損害賠償を請求することができる。
２, 甲又は乙の本契約の履行に関する損害賠償の累計総額は債務不履行、法律上の瑕疵、　　 担保責任、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、業務委託料の金　　 額を限度とする。

 第10条（協議）
１, 本契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、信義誠実の原則に従い甲　　  乙協議し、円満に解決を図るものとする。

本契約締結の証として、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。
契約締結日： 　令和７年6月11日
【委託者】 株式会社みつばモビリティ 代表者署名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
【受託者】 プロジェクト演習 A08 班 代表 署名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
